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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査装置により取得された患者の複数の検査データと、前記複数の検査データのそれぞ
れが取得された時刻を表す検査時刻とを記憶する記憶手段と、
　前記検査装置による検査に関連して前記患者に対して実施された処置項目とその処置時
刻とを関連付ける関連情報を生成する生成手段と、
　表示手段と、
　前記検査時刻と前記関連情報とに基づいて、前記複数の検査データのそれぞれから、一
の処置項目に対応する範囲の部分データを抽出し、前記抽出された複数の部分データを、
前記複数の部分データの間で同期させて前記表示手段に表示させる制御手段とを備え、
　前記複数の検査データのうちの少なくとも一つは、複数の静止画像データを含み静止画
像データごとに撮影時刻の情報を含む動画像データであり、前記複数の検査データのうち
の少なくとも一つは、前記患者の状態の検出時刻ごとの時間変化を表すグラフデータであ
り、
　前記制御手段は、前記動画像データを構成する静止画像データのそれぞれについての撮
影時刻と、前記グラフデータの各検出時刻とを対応づけることにより同期させる、
　ことを特徴とする検査データ処理装置。
【請求項２】
　操作手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記検査時刻と前記関連情報とに基づいて、前記処置項目を時系列に
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沿って呈示する時系列表示画面を前記表示手段に表示させ、前記呈示された処置項目が前
記操作手段により指定されたときに、前記指定された処置項目に対応する範囲の部分デー
タを抽出し、該抽出された部分データを同期させて前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検査データ処理装置。
【請求項３】
　前記時系列表示画面は、前記複数の検査装置のそれぞれによる検査内容を前記処置項目
とともに呈示し、
　前記制御手段は、前記呈示された検査内容が前記操作手段により指定されたときに、該
指定された検査内容についてのみ前記部分データの表示を行う、
　ことを特徴とする請求項２に記載の検査データ処置装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記操作手段により二つ以上の処置項目が指定されたときに、該二つ
以上の処置項目に対応する範囲の部分データを各検査毎に並べて表示させる、
　ことを特徴とする請求項２に記載の検査データ処理装置。
【請求項５】
　基準時刻を計時する計時手段を更に備え、
　前記生成手段は、前記基準時刻に対応する前記処置時刻を前記処置項目に関連付ける前
記関連情報を生成し、
　前記制御手段は、前記検査時刻を前記基準時刻に対応する時刻に変換する変換手段を含
み、前記基準時刻にそれぞれ対応する関連情報及び検査時刻に基づいて前記部分データの
抽出を行う、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検査データ処理装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、前記複数の静止画像データのそれぞれの撮影時刻を前記検査時刻とし
て記憶し、
　前記制御手段は、前記撮影時刻と前記関連情報とに基づいて、前記一の処置項目に対応
する範囲の静止画像データを抽出し、該抽出された静止画像データに基づく動画像を表示
させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検査データ処理装置。
【請求項７】
　前記動画像データは、Ｘ線動画像データ又は血管内超音波動画像データである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検査データ処理装置。
【請求項８】
　前記グラフデータは、所定時間間隔で前記患者の状態を取得することにより形成され、
　前記記憶手段は、前記所定時間間隔毎のデータ取得時刻を前記検査時刻として記憶し、
　前記制御手段は、前記データ取得時刻と前記関連情報とに基づいて前記部分グラフデー
タを抽出し、該抽出された部分グラフデータに基づく動画像を表示させる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検査データ処理装置。
【請求項９】
　前記グラフデータは、心電図データ又はポリグラフデータである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の検査データ処理装置。
【請求項１０】
　患者に対する検査により複数の検査データを取得するとともに、前記複数の検査データ
のそれぞれが取得された時刻を表す検査時刻を取得する検査装置と、
　前記検査装置による検査に関連して前記患者に対して実施された処置項目とその処置時
刻とを関連付ける関連情報を生成する生成手段と、
　表示手段と、
　前記検査時刻と前記関連情報とに基づいて、前記複数の検査データのそれぞれから、一
の処置項目に対応する範囲の部分データを抽出し、前記抽出された複数の部分データを、
前記複数の部分データの間で同期させて前記表示手段に表示させる制御手段とを備え、
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　前記複数の検査データのうちの少なくとも一つは、複数の静止画像データを含み静止画
像データごとに撮影時刻の情報を含む動画像データであり、前記複数の検査データのうち
の少なくとも一つは、前記患者の状態の検出時刻ごとの時間変化を表すグラフデータであ
り、
　前記制御手段は、前記動画像データを構成する静止画像データのそれぞれについての撮
影時刻と、前記グラフデータの各検出時刻とを対応づけることにより同期させる、
　ことを特徴とする検査システム。
【請求項１１】
　基準時刻を計時する第１のサーバと、前記検査装置により取得された複数の検査データ
及び検査時刻を管理する第２のサーバと、前記患者に対して実施された処置項目の入力を
受け付けるコンピュータとを含み、
　前記第１のサーバ及び前記第２のサーバは、前記検査装置と通信回線を介して接続され
、
　前記第１のサーバ、前記第２のサーバ及び前記コンピュータは、互いに通信回線を介し
て接続され、
　前記第１のサーバは、前記検査装置から検査時刻の入力を受け、前記基準時刻に対する
該検査時刻の時差を演算する時差演算手段を備え、
　前記第２のサーバは、前記演算された時差に基づいて、前記管理されている検査時刻を
前記基準時刻に対応する時刻に変換する時刻変換手段を備え、
　前記コンピュータは、
　前記生成手段として、前記第１のサーバから基準時刻の提供を受け、前記受け付けた処
置項目と前記提供された基準時刻とを関連付けて前記関連情報を生成し、
　前記制御手段として、前記第２のサーバから前記複数の検査データ及び前記変換された
検査時刻の提供を受け、該検査時刻と該生成された関連情報とに基づいて前記部分データ
を抽出し、該抽出された部分データを同期させて前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の検査システム。
【請求項１２】
　基準時刻を計時する第１のサーバと、前記検査装置により取得された複数の検査データ
及び検査時刻を管理する第２のサーバと、前記患者に対して実施された処置項目の入力を
受け付けるコンピュータとを含み、
　前記第２のサーバは、前記検査装置と通信回線を介して接続され、
　前記コンピュータは、前記検査装置、前記第１のサーバ及び前記第２のサーバのそれぞ
れと通信回線を介して接続され、
　前記コンピュータは、
　前記検査装置から前記検査時刻の入力を受けるととともに前記第１のサーバから基準時
刻の提供を受け、該入力された検査時刻と前記基準時刻とを対応付ける時刻対応手段を備
え、
　前記生成手段として、前記第１のサーバから基準時刻の提供を受け、前記受け付けた処
置項目と前記基準時刻とを関連付けて前記関連情報を生成し、
　前記制御手段として、前記第２のサーバから前記複数の検査データ及び前記検査時刻の
提供を受け、前記時刻対応手段による対応付けの結果と該提供された検査時刻と該生成さ
れた関連情報とに基づいて前記部分データを抽出し、該抽出された部分データを同期させ
て前記表示手段に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の検査システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、医療分野の検査にて取得されたデータを処理する検査データ処理装置、及
び、医療分野の検査を行う検査システムに関する。特に、この発明は、複数の検査を並行
して実施する場合に用いられる技術に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　医療分野では、複数の検査を並行して実施することがある。たとえば、心臓血管検査に
おいては、Ｘ線造影撮影、ＩＶＵＳ（ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎａｌ　ｕｌｔｒａｓｏｎ
ｉｃ：血管内超音波検査）、ポリグラフ検査（血行動態検査）、心電図検査などを並行し
て行うことがある。また、手術中には、患者の画像撮影、心電図検査、血圧検査などを並
行して行うことがある。
【０００３】
　従来、複数の検査により取得されたデータ（検査データ）は、それぞれ個別に処理され
ていた（たとえば特許文献１参照）。また、複数の検査データは、相互に関連付けられる
ことなく独立に表示されていた。また、複数の検査データを並べて表示させることもでき
るが、各検査データを独立に表示させることしかできなかった。なお、例外として、心電
同期撮影を行った場合においては、心臓の時相に関連付けて撮影画像を表示させることは
可能であった。
【０００４】
【特許文献１】国際公開２００３／００１４２１号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、従来では、心電同期撮影のような例外を除き、複数の検査を並行して行っ
た場合に、これら複数の検査による検査データを同期させて表示することができず、複数
の検査データを個別に観察することしかできなかった。そのため、異なる検査データ間の
関係を容易に把握できなかった。
【０００６】
　また、従来の技術では、同時に取得された複数の検査データを観察するには、各検査デ
ータを時間的に調整しなければならず、操作が煩雑であり時間も掛かっていた。たとえば
、上記の心臓血管検査においては、Ｘ線造影撮影による撮影時刻と、ＩＶＵＳ検査による
撮影時刻と、ポリグラフ検査の検査時刻と、心電図検査の検査時刻とを、所望の時刻にそ
れぞれ一致させる必要があった。
【０００７】
　また、従来の技術では、動画撮影やポリグラフ検査のように連続的な検査を実施した場
合に、その検査結果を時系列に沿って表示することしかできなかったため、所望のタイミ
ングにおける検査データを選択的に表示させることは困難であった。たとえば心臓血管検
査においては、投薬やバルーンやステントによる血管狭窄部の拡張治療など、所望のイベ
ントの実施タイミングにおける検査データを重点的に観察することがあるが、従来の技術
では、所望のタイミングにおける各種の検査データを表示させるためには大きな手間を要
していた。
【０００８】
　この発明は、以上のような問題を解決するためになされたもので、複数の検査により得
られた検査データを容易に同期再生することが可能な検査データ処理装置及び検査システ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、二以上の検査装置により取得さ
れた患者の複数の検査データと、前記複数の検査データのそれぞれが取得された時刻を表
す検査時刻とを記憶する記憶手段と、前記検査装置による検査に関連して前記患者に対し
て実施された処置項目とその処置時刻とを関連付ける関連情報を生成する生成手段と、表
示手段と、前記検査時刻と前記関連情報とに基づいて、前記複数の検査データのそれぞれ
から、一の処置項目に対応する範囲の部分データを抽出し、前記抽出された複数の部分デ
ータを、前記複数の部分データの間で同期させて前記表示手段に表示させる制御手段と、
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を備え、前記複数の検査データのうちの少なくとも一つは、複数の静止画像データを含み
静止画像データごとに撮影時刻の情報を含む動画像データであり、前記複数の検査データ
のうちの少なくとも一つは、前記患者の状態の検出時刻ごとの時間変化を表すグラフデー
タであり、前記制御手段は、前記動画像データを構成する静止画像データのそれぞれにつ
いての撮影時刻と、前記グラフデータの各検出時刻とを対応づけることにより同期させる
ことを特徴とする検査データ処理装置である。
【００１０】
　また、請求項１０に記載の発明は、患者に対する検査により複数の検査データを取得す
るとともに、前記複数の検査データのそれぞれが取得された時刻を表す検査時刻を取得す
る検査装置と、前記検査装置による検査に関連して前記患者に対して実施された処置項目
とその処置時刻とを関連付ける関連情報を生成する生成手段と、表示手段と、前記検査時
刻と前記関連情報とに基づいて、前記複数の検査データのそれぞれから、一の処置項目に
対応する範囲の部分データを抽出し、前記抽出された複数の部分データを、前記複数の部
分データの間で同期させて前記表示手段に表示させる制御手段と、を備え、前記複数の検
査データのうちの少なくとも一つは、複数の静止画像データを含み静止画像データごとに
撮影時刻の情報を含む動画像データであり、前記複数の検査データのうちの少なくとも一
つは、前記患者の状態の検出時刻ごとの時間変化を表すグラフデータであり、前記制御手
段は、前記動画像データを構成する静止画像データのそれぞれについての撮影時刻と、前
記グラフデータの各検出時刻とを対応づけることにより同期させることを特徴とする検査
システムである。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、複数の検査データ及び検査時刻と関連情報とが得られたときに、検
査時刻と関連情報に基づいて、一の処置項目に対応する範囲の部分データを各検査データ
から抽出し、抽出された部分データを同期させて表示手段に表示させることができるので
、オペレータは、検査データを同期させる作業を行う必要がない。したがって、複数の検
査データを容易に同期再生することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　この発明に係る検査データ処理装置及び検査システムの実施形態の一例について、図面
を参照しながら詳細に説明する。
【００１３】
［構成］
　まず、図１及び図２を参照しつつ、この実施形態に係る検査システムの構成を説明する
。この検査システムは心臓血管検査に用いられる。
【００１４】
　この検査システムは、たとえば、デジタル医用画像に関する標準規格であるＤＩＣＯＭ
（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅ
ｄｉｃｉｎｅ）に準拠した構成とされている。
【００１５】
　この検査システムは、検査装置１、タイムサーバ２、検査データサーバ３、検査データ
ベース４及びワークステーション１０を含んで構成される。これらの装置は、ＬＡＮ（Ｌ
ｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）や専用線などの通信回線により接続されている。
【００１６】
　なお、この発明に係る検査データ処理装置は、この検査システムから少なくとも検査装
置１を除いて構成することができる。たとえば、この発明に係る検査データ処理装置は次
のように構成することができる：（１）ワークステーション１０のみ；（２）ワークステ
ーション１０及びタイムサーバ２；（３）ワークステーション１０、検査データサーバ３
及び検査データベース４；（４）ワークステーション１０、タイムサーバ２、検査データ
サーバ３及び検査データベース４。
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【００１７】
〔検査装置〕
　この検査システムには、図１に示すように、心臓血管検査に用いられる複数の検査装置
１Ａ～１Ｄが設けられている。検査装置１Ａ～１Ｄは、それぞれ独立に使用される。した
がって、患者に対して二以上の検査を並行的に実施することができる。なお、図２におい
ては、これらの検査装置１Ａ～１Ｄをまとめて「検査装置１」と記載している。
【００１８】
（Ｘ線診断装置）
　検査装置１ＡはＸ線診断装置である。Ｘ線診断装置１Ａは、患者の体内のＸ線透視画像
を撮影する装置である。Ｘ線診断装置１Ａは、従来と同様に、静止画像を撮影することも
できるし、動画像を撮影することもできる。また、Ｘ線診断装置１Ａは、撮影画像中の注
目部位のサイズ等の計測にも用いられる。ここで、サイズとは、長さ、面積、体積、周囲
長、重量など、注目部位の形態を反映した物理量を意味する。
【００１９】
　Ｘ線診断装置１Ａは、現在時刻を計時する手段を備えている。この手段は、たとえば、
計時機能を有する一般的なマイクロプロセッサにより構成される。Ｘ線診断装置１Ａは、
撮影した画像の画像データ（デジタルデータ）に対し、その撮影時刻を付与する。撮影時
刻は、たとえばＤＩＣＯＭ規格における付帯情報として記録される。なお、この明細書で
は、「画像データ」と「画像」とを同一視することがある。
【００２０】
　動画像を撮影する場合には、この動画像を構成する各静止画像毎に撮影時刻を付与して
もよい。たとえば動画像のフレームレートが３０ｆ／ｓであるときには、１／３０秒毎に
取得されるフレーム（静止画像）のそれぞれに対して撮影時刻を付与する。
【００２１】
　なお、動画像を構成する各静止画像に撮影時刻を付与する代わりに、一つの静止画像に
対して撮影時刻を付与するとともに、そのフレームレートを記録するようにしてもよい。
たとえば最初の静止画像に撮影時刻を付与した場合、第Ｎ番目の静止画像の撮影時刻は、
フレームレートの逆数（フレーム間隔）とＮ－１との積を、当該撮影時刻に加算すること
により算出することができる。この実施形態では、動画像を構成する各静止画像の撮影時
刻を求めることが可能な任意の情報を適用できる。このような情報は、この発明の「検査
時刻」の一例に相当する。
【００２２】
　Ｘ線診断装置１Ａは、取得した画像に対して識別情報（画像ＩＤ）を付与する。この画
像ＩＤは、たとえばＤＩＣＯＭの付帯情報に記録される。動画像については、各静止画像
に対して画像ＩＤを付与することができる。
【００２３】
　Ｘ線診断装置１Ａは、撮影された画像（検査データ）を、画像ＩＤ及び撮影時刻（付帯
情報）とともにを検査データサーバ３に送信する。なお、検査データは、注目部位の計測
結果などであってもよい。また、Ｘ線診断装置１Ａは、画像ＩＤ及び撮影時刻（付帯情報
）をタイムサーバ２に送信する。このとき、Ｘ線診断装置１Ａは、データの送信時刻もタ
イムサーバ２に送信する。この送信時刻についても、ＤＩＣＯＭの付帯情報に記録するこ
とができる。
【００２４】
（心電計）
　検査装置１Ｂは心電計である。心電計１Ｂは、心臓の電気現象の時間的変化を記録した
グラフ（心電図）を取得するための装置である。
【００２５】
　心電計１Ｂは、現在時刻を計時する手段を備えている。心電計１Ｂは、心臓の電気現象
を所定の時間間隔で検出し、その検出結果と検出時刻とを対応付けたデジタルデータ（検
査データ）を生成する。この検査データは、検出値の時間的変化を表す心電図のグラフデ
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ータを構成する。
【００２６】
　なお、各検出タイミング毎に検出時刻を付与してもよいし、検出タイミングの一つにお
ける検出時刻と検出時間間隔とを付与するようにしてもよい。検出時刻を表すこれらの情
報は、この発明の「検査時刻」の一例に相当する。
【００２７】
　心電計１Ｂは、検査データに対して識別情報（検査ＩＤ）を付与する。検査ＩＤは、各
検査データに対して付与してもよいし、各検出時刻毎に付与してもよい。
【００２８】
　心電計１Ｂは、検査データ、検査ＩＤ及び検出時刻を検査データサーバ３に送信する。
また、心電計１Ｂは、検査ＩＤ及び検出時刻をタイムサーバ２に送信する。このとき、心
電計１Ｂは、データの送信時刻もタイムサーバ２に送信する。
【００２９】
（血行動態検査システム）
　検査装置１Ｃは血行動態検査システムである。血行動態検査システム１Ｃは、ポリグラ
フ検査（血行動態検査）に用いられる。ポリグラフ検査は、心腔内の様々な位置における
圧力の時間変化を測定することにより血行動態を検査するものである。
【００３０】
　血行動態検査システム１Ｃは、現在時刻を計時する手段を備えている。血行動態検査シ
ステム１Ｃは、各測定位置における圧力を所定の時間間隔で測定し、その測定結果と測定
時刻とを対応付けたデジタルデータ（検査データ）を生成する。この検査データは、各測
定位置毎の圧力の時間的変化を表すポリグラフのグラフデータを構成する。
【００３１】
　なお、各測定タイミング毎に測定時刻を付与してもよいし、測定タイミングの一つにお
ける測定時刻と測定時間間隔とを付与するようにしてもよい。測定時刻を表すこれらの情
報は、この発明の「検査時刻」の一例に相当する。
【００３２】
　血行動態検査システム１Ｃは、検査データに対して識別情報（検査ＩＤ）を付与する。
検査ＩＤは、各検査データに対して付与してもよいし、各測定時刻毎に付与してもよい。
【００３３】
　血行動態検査システム１Ｃは、検査データ、検査ＩＤ及び測定時刻を検査データサーバ
３に送信する。また、血行動態検査システム１Ｃは、検査ＩＤ及び測定時刻をタイムサー
バ２に送信する。このとき、血行動態検査システム１Ｃは、データの送信時刻もタイムサ
ーバ２に送信する。
【００３４】
（ＩＶＵＳ装置）
　検査装置１ＤはＩＶＵＳ装置である。ＩＶＵＳ装置１Ｄは、血管内超音波検査を実施す
るための装置である。ＩＶＵＳ装置１Ｄは、カテーテルの先端に設けられた超音波プロー
ブを有し、これを血管内に挿入して血管の断層画像を撮影する装置である。ＩＶＵＳ装置
１Ｄは、静止画像を撮影することもできるし、動画像を撮影することもできる。また、Ｉ
ＶＵＳ装置１Ｄは、撮影画像中の注目部位のサイズの計測にも使用される。
【００３５】
　ＩＶＵＳ装置１Ｄは、現在時刻を計時する手段を備えている。ＩＶＵＳ装置１Ｄは、撮
影した画像の画像データ（デジタルデータ）に対し、その撮影時刻を付与する。なお、動
画像に対しては、それを構成する各静止画像に対して撮影時刻を付与してもよいし、一つ
の静止画像の撮影時刻とフレームレートとを付与するようにしてもよい。このような情報
は、この発明の「検査時刻」の一例に相当する。
【００３６】
　ＩＶＵＳ装置１Ｄは、取得した画像に対して識別情報（画像ＩＤ）を付与する。動画像
については、各静止画像に対して画像ＩＤを付与することができる。画像ＩＤや撮影時刻
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は、たとえばＤＩＣＯＭの付帯情報に記録される。
【００３７】
　ＩＶＵＳ装置１Ｄは、撮影された画像（検査データ）を、画像ＩＤ及び撮影時刻（付帯
情報）とともにを検査データサーバ３に送信する。なお、検査データは、注目部位の計測
結果などであってもよい。また、ＩＶＵＳ装置１Ｄは、画像ＩＤ及び撮影時刻（付帯情報
）をタイムサーバ２に送信する。このとき、ＩＶＵＳ装置１Ｄは、データの送信時刻もタ
イムサーバ２に送信する。この送信時刻についても、ＤＩＣＯＭの付帯情報に記録するこ
とができる。
【００３８】
　なお、各検査装置１Ａ～１Ｄが計時する現在時刻は、互いに同期されている必要はない
。すなわち、各検査装置１Ａ～１Ｄが生成する検査時刻は同期されていない。したがって
、たとえ同時に検査を実施したとしても、各検査装置１Ａ～１Ｄが付与する検査時刻は一
致していなくてもよい。
【００３９】
　また、一つの心臓血管検査において検査装置１Ａ～１Ｄにより取得された検査データに
は、この心臓血管検査の識別情報（心臓血管検査ＩＤ）や、患者の識別情報（患者ＩＤ）
が関連付けられる。それにより、一つの心臓血管検査において取得された各種の検査デー
タを一元的に管理することができる。このような一元管理用のＩＤは、上記のデータとと
もにタイムサーバ２や検査データサーバ３に送信される。
【００４０】
〔タイムサーバ〕
　タイムサーバ２は、当該検査システムにおいて参照される時刻に関わる情報を管理する
コンピュータである。特に、タイムサーバ２は、各検査装置１Ａ～１Ｄから送られた検査
時刻を同期させるための処理を行う。タイムサーバ２は、制御部２１、計時部２２及び時
差演算部２３を備えている。
【００４１】
（制御部）
　制御部２１は、タイムサーバ２の各部の制御を行う。制御部２１は、ＣＰＵ等のマイク
ロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブなどを含んでいる。更に制御部
２１は、ＬＡＮカード等の通信装置を備えている。
【００４２】
　制御部２１は、各検査装置１Ａ～１Ｄから送信されたデータを受信し、時差演算部２３
に入力する。また、制御部２１は、計時部２２が計時する時刻を適宜に取得し、時差演算
部２３や他の装置に送る。
【００４３】
（計時部）
　計時部２２は、この検査システムにおいて基準となる時刻を計時する。この時刻を基準
時刻と呼ぶことにする。計時部２２は、たとえば、計時機能を有する一般的なマイクロプ
ロセッサにより構成される。
【００４４】
　計時部２２は、外部から正確な時刻を取得して時刻を自動修正する機能を備えていても
よい。正確な時刻は、たとえば、インターネット上の時刻サーバや、標準時刻電波を発信
する電波親時計により提供される。
【００４５】
　計時部２２を有するタイムサーバ２は、この発明の「第１のサーバ」として機能するも
のである。
【００４６】
（時差演算部）
　前述のように、タイムサーバ２は、各検査装置１Ａ～１Ｄから送られた検査時刻を同期
させるための処理を行う。時差演算部２３は、この処理を実行するものである。以下、こ
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の処理について説明する。
【００４７】
　Ｘ線診断装置１Ａが取得した動画像について、この動画像を構成する複数の静止画像の
画像ＩＤを「Ｇｋ」とし、各静止画像の撮影時刻を「ｔＡ（ｋ）」とする（ｋ＝１、２、
・・・、Ｋ：取得順）。また、Ｘ線診断装置１Ａからの送信時刻をｔＡとする。
【００４８】
　心電計１Ｂが取得した検査データについて、この検査データを構成する複数の検出値の
検査ＩＤを「Ｅｌ」とし、各検出値の検出時刻を「ｔＢ（ｌ）」とする（ｌ＝１、２、・
・・、Ｌ：取得順）。また、心電計１Ｂからの送信時刻をｔＢとする。
【００４９】
　血行動態検査システムが取得した検査データについて、この検査データを構成する複数
の測定値の検査ＩＤを「Ｐｍ」とし、各測定値の測定時刻を「ｔＣ（ｍ）」とする（ｍ＝
１、２、・・・、Ｍ：取得順）。また、血行動態検査システム１Ｃからの送信時刻をｔＣ
とする。
【００５０】
　ＩＶＵＳ装置１Ｄが取得した動画像について、この動画像を構成する複数の静止画像の
画像ＩＤを「Ｕｎ」とし、各静止画像の撮影時刻を「ｔＤ（ｎ）」とする（ｎ＝１、２、
・・・、Ｎ：取得順）。また、ＩＶＵＳ装置１Ｄからの送信時刻をｔＤとする。
【００５１】
　制御部２１は、Ｘ線診断装置１Ａからのデータを受信すると、その受信時刻ＴＡを計時
部２２から取得する。このとき、データの伝送速度が十分に速いと仮定すると、Ｘ線診断
装置１Ａがデータを送信すると同時にタイムサーバ２がデータを受信するとみなすことが
できる。よって、タイムサーバ２が計時する基準時刻とＸ線診断装置１Ａによる計時時刻
とが一致している場合には、送信時刻ｔＡと受信時刻ＴＡとは等しいとみなすことができ
る。
【００５２】
　しかし、これらの装置間の計時時刻は一般に一致されていない。その場合には、送信時
刻ｔＡと受信時刻ＴＡとは一般に異なっている。このとき、上記仮定を考慮すると、送信
時刻ｔＡと受信時刻ＴＡとの時差ΔｔＡ＝ｔＡ－ＴＡは、基準時刻に対するＸ線診断装置
１Ａによる計時時刻の時差に相当する。
【００５３】
　以上の背景に鑑み、時差演算部２３は、基準時刻に対するＸ線診断装置１Ａによる計時
時刻の時差ΔｔＡを算出する。同様に、時差演算部２３は、基準時刻に対する心電計１Ｂ
による計時時刻の時差ΔｔＢ、血行動態検査システム１Ｃによる計時時刻の時差ΔｔＣ、
及び、ＩＶＵＳ装置１Ｄによる計時時刻の時差ΔｔＤをそれぞれ算出する。
【００５４】
　制御部２１は、算出された時差ΔｔＡ、ΔｔＢ、ΔｔＣ、ΔｔＤを検査データサーバ３
に送信する。このとき、各時差に関連付けて画像ＩＤや検査ＩＤを送信する。それにより
、どの時差がどの検査データに対応するか特定可能となる。
【００５５】
　なお、上記においては、検査装置１からタイムサーバ２への伝送時間をゼロとしている
が、伝送時間を無視できない場合などには、たとえば伝送時間の実測値や理論値を考慮し
て時差を算出することが可能である。
【００５６】
　また、基準時刻に対する検査装置１による計時時刻の時差が、短時間で大きく変化しな
い場合などには、画像ＩＤや検査ＩＤをタイムサーバ２に送信する必要はない。一方、時
差の算出精度を重視する場合には、画像ＩＤや検査ＩＤを送信し、当該撮影時や当該検査
時における時差を算出することが望ましい。
【００５７】
　時差演算部２３は、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブな
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どを含んで構成される。時差演算部２３は、この発明の「時差演算手段」の一例として機
能するものである。
【００５８】
〔検査データサーバ、検査データベース〕
　検査データサーバ３は、各検査装置１により取得された検査データを管理するコンピュ
ータである。検査データサーバ３は、この発明の「第２のサーバ」の一例として機能する
ものである。検査データサーバ３には、検査データベース４が併設されている。
【００５９】
　検査データベース４は、検査データを検索可能に格納する記憶装置を含んで構成される
。この記憶装置は、たとえばハードディスクドライブ等の大容量の記憶装置である。
【００６０】
　検査データサーバ３及び検査データベース４は、たとえばＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　
Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の画像保
管システムとして機能する。画像保管システムは、Ｘ線診断装置１ＡやＩＶＵＳ装置１Ｄ
により撮影された画像を保管する。
【００６１】
　また、検査データサーバ３及び検査データベース４は、心電図やポリグラフ等のグラフ
データを含む各種の検査結果を保管するシステムとしても機能する。
【００６２】
　検査データサーバ３は、検査データベース４に格納された検査データを管理する。一つ
の心臓血管検査において取得された各種の検査データ等の情報は、前述の心臓血管検査Ｉ
Ｄや患者ＩＤ等により一元的に管理される。検査データサーバ３には、制御部３１と時差
調整部３２が設けられている。
【００６３】
（制御部）
　制御部３１は、検査データサーバ３の各部の制御を行う。制御部３１は、マイクロプロ
セッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブなどを含んでいる。更に制御部３１は
、ＬＡＮカード等の通信装置を備えている。
【００６４】
　制御部３１は、各検査装置１Ａ～１Ｄから送信されたデータを受信し、検査データベー
ス４に格納する。また、制御部３１は、たとえばワークステーション１０からの要求に応
じ、検査データベース４に格納されたデータを読み出し、その要求元に送信する。
【００６５】
　また、制御部３１は、タイムサーバ２から送信された時差ΔｔＡ、ΔｔＢ、ΔｔＣ、Δ
ｔＤを受信し、検査データベース４に格納する。なお、自身のハードディスクドライブに
時差を格納するように構成してもよい。
【００６６】
（時差調整部）
　時差調整部３２は、検査データの時刻合わせを行うものである。より具体的に説明する
と、時差調整部３２は、各検査データの検査時刻を基準時刻に変換する処理を行う。また
、この処理を各検査データに対して行うことにより、異なる種類の検査データ間における
検査時刻を同期させる。以下、この処理の具体例を説明する。
【００６７】
　まず、制御部３１は、タイムサーバ２からの時差ΔｔＡ、ΔｔＢ、ΔｔＣ、ΔｔＤと、
検査装置１Ａ～１Ｄからの検査データ等を時差調整部３２に入力する。
【００６８】
　時差調整部３２は、Ｘ線診断装置１Ａにより撮影された各静止画像（画像ＩＤ「Ｇｋ」
）について、時差ΔｔＡに基づいて、その撮影時刻ｔＡ（ｋ）を基準時刻に変換する：ｔ
Ａ（ｋ）′＝ｔＡ（ｋ）－ΔｔＡ。ｔＡ（ｋ）′は、第ｋ番目の画像が撮影されたときの
基準時刻に相当する。
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【００６９】
　時差調整部３２は、同様に、心電計１Ｂにより取得された検査データの各検出値（検査
ＩＤ「Ｅｌ」）について、時差ΔｔＢに基づいて、その検出時刻ｔＢ（ｌ）を基準時刻に
変換する：ｔＢ（ｌ）′＝ｔＢ（ｌ）－ΔｔＢ。また、時差調整部３２は、血行動態検査
システム１Ｃにより取得された検査データの各測定値（検査ＩＤ「Ｐｍ」）について、時
差ΔｔＣに基づいて、その測定時刻ｔＣ（ｍ）を基準時刻に変換する：ｔＣ（ｍ）′＝ｔ
Ｃ（ｍ）－ΔｔＣ。また、時差調整部３２は、ＩＶＵＳ装置１Ｄにより取得された各静止
画像（画像ＩＤ「Ｕｎ」）について、時差ΔｔＤに基づいて、その撮影時刻ｔＤ（ｎ）を
基準時刻に変換する：ｔＤ（ｎ）′＝ｔＤ（ｎ）－ΔｔＤ。
【００７０】
　それにより、各検査データの検査時刻が基準時刻に合わされるとともに、異なる検査デ
ータ間が基準時刻を媒介して同期される。時差調整部３２による演算結果は、対応する検
査データに関連付けられて検査データベース４に格納される。この演算結果は、たとえば
、対応する検査データの付帯情報として記録される。
【００７１】
　以上のように動作する時差調整部３２は、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハー
ドディスクドライブなどを含んで構成される。時差調整部３２は、この発明の「時刻変換
手段」の一例として機能するものである。
【００７２】
〔ワークステーション〕
　ワークステーション１０は、この発明の「コンピュータ」の一例として機能する。ワー
クステーション１０は、検査装置１により取得された検査データを観察するために用いら
れる。また、ワークステーション１０は、プロシージャログ（ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ｌｏ
ｇ）の入力に用いられる。
【００７３】
　プロシージャログは、心臓血管検査の実施において患者に対して施された処置項目（イ
ベント）と、その処置時刻とを記録した情報である。イベントの例としては、造影剤や強
心剤等の薬剤の注入、ステントやバルーンによる血管の拡張などがある。
【００７４】
　プロシージャログは、心臓血管検査の実施中又は実施後にワークステーション１０に入
力される。前者の場合、ワークステーション１０は検査室内に設置される。また、検査室
内をビデオ撮影する場合などには、そのビデオ画像を観察可能な任意の場所にワークステ
ーション１０を設置することができる。一方、後者の場合、ワークステーション１０は、
任意の場所に設置することが可能である。なお、後者の場合、検査中に手書き等で記録を
作成し、この記録を参照してワークステーション１０に情報を入力する。
【００７５】
　ワークステーション１０には、制御部１１、記憶部１２、表示部１３、操作部１４、検
索部１５、抽出部１６及び同期部１７が設けられている。
【００７６】
（制御部）
　制御部１１は、ワークステーション１０の各部の制御を行う。制御部１１は、マイクロ
プロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブなどを含んでいる。更に制御部１
１は、ＬＡＮカード等の通信装置を備えている。
【００７７】
　制御部１１は、プロシージャログに関する各種の処理を行う。検査中にプロシージャロ
グを入力する場合における動作の一例を説明する。なお、その他の動作例については後述
する。
【００７８】
　図１及び図２に示すように、ワークステーション１０は、タイムサーバ２に接続されて
いる。イベントが入力されると、制御部１１は、その入力タイミングにおける基準時刻を
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取得し、入力されたイベントに関連付けてプロシージャログを作成する。作成されたプロ
シージャログは、記憶部１２に記憶される。
【００７９】
　基準時刻の取得態様は、たとえば次の二種類がある。第１の態様としては、タイムサー
バ２から基準時刻を常時受信し、イベントが入力されたタイミングで受信された基準時刻
を用いるように構成できる。第２の態様としては、イベントが入力されたときにタイムサ
ーバ２に向けて信号を送信し、この信号を受信したタイムサーバ２が基準時刻を提供する
ように構成できる。
【００８０】
（記憶部）
　記憶部１２は、検査データやプロシージャログなどの各種のデータを記憶する。記憶部
１２は、ハードディスクドライブ等の記憶装置を含んで構成される。記憶部１２に対する
データの格納処理や、記憶部１２に格納されたデータの読み出し処理は、制御部１１が行
う。
【００８１】
（表示部）
　表示部１３は、制御部１１により制御されて、検査データなどの各種のデータを表示す
る。表示部１３は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や、ＣＲ
Ｔ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイなどの任意の表示装置により構成
される。
【００８２】
（操作部）
　操作部１４は、ワークステーション１０に各種の処理を実行させるために、オペレータ
により操作される。操作部１４は、キーボード、マウス、トラックボール、ジョイスティ
ックなどの任意の操作デバイスや入力デバイスにより構成される。
【００８３】
　オペレータに操作された操作部１４は、その操作内容に応じた操作信号を制御部１１に
入力する。制御部１１は、この操作信号に基づいてワークステーション１０の各部を制御
し、オペレータが要求した動作を実行させる。
【００８４】
　操作部１４は、特に、心臓血管検査ＩＤ、患者ＩＤ、プロシージャログに記録されたイ
ベントなどを指定するために操作される。
【００８５】
（検索部）
　検索部１５は、検査データサーバ３が管理している検査データを検索する。検索部１５
は、マイクロプロセッサや通信装置などを含んで構成される。
【００８６】
　検索部１５は、特に、オペレータが心臓血管検査ＩＤや患者ＩＤを指定したときに、そ
の指定内容に該当する検査データ及び付帯情報を検査データサーバ３から取得する。この
処理についてより具体的に説明する。
【００８７】
　オペレータがＩＤを指定すると、検索部１５は、指定されたＩＤを、ワークステーショ
ン１０のネットワークアドレス等とともに検査データサーバ３に送信する。
【００８８】
　検査データサーバ３は、このＩＤに関連付けられた検査データ及び付帯情報を検査デー
タベース４から検索する。そして、受信したネットワークアドレスに基づいて、検索結果
をワークステーション１０に送信する。
【００８９】
　検索部１５は、この検索結果を受信して制御部１１に入力する。制御部１１は、この検
索結果を記憶部１２に格納する。
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【００９０】
（抽出部）
　抽出部１６は、プロシージャログに記録されたイベントがオペレータにより指定された
ときに、このイベントに対応する部分を各検査データから抽出する。この処理についてよ
り具体的に説明する。
【００９１】
　記憶部１２には、検査データ及び付帯情報とプロシージャログとが記憶されている。検
査データ及び付帯情報は、検索部１５により検索されたものである。プロシージャログは
、制御部１１により作成されたものである。ここで、付帯情報に記録された検査時刻は、
基準時刻に変換されている。プロシージャログに記録された処置時刻も、基準時刻に変換
されている。また、プロシージャログは、イベントとその処置時刻とを関連付けている。
【００９２】
　プロシージャログに記録される各イベントには、観察対象となる期間（観察期間）があ
らかじめ設定されている。観察期間は、デフォルトで設定してもよいし、オペレータが適
宜に設定してもよい。
【００９３】
　観察期間は、たとえばイベントの種類や実施時間などに応じて設定される。観察期間は
、イベントの種類等に応じ、処置時刻以前の期間及び以後の期間の少なくとも一方を含ん
でいる。すなわち、観察期間としては、処置時刻以前のみに設定されたもの、処置時刻以
後に設定されたもの、及び、処置時刻以前及び以後の双方に亘って設定されたものがある
。
【００９４】
　さて、オペレータがイベントを指定すると、抽出部１６は、まず、このイベントに対応
する観察期間を特定する。また、抽出部１６は、プロシージャログを参照し、このイベン
トに関連付けられた処置時刻を特定する。
【００９５】
　次に、抽出部１６は、特定された観察期間及び処置時刻に基づいて、各検査データから
、観察対象となる部分（部分データ）を抽出する。この処理の具体例を説明する。特定さ
れた観察期間が「処置時刻後１分間」であり、処置時刻が「１０時０５分３５秒」である
とする。このとき、観察対象となる期間は、１０時０５分３５秒から１分間、つまり、１
０時０５分３５秒～１０時０６分３５秒となる。
【００９６】
　各検査データの付帯情報には検査時刻が記録されている。たとえばＸ線診断装置１Ａに
より撮影された動画像を構成するＫ枚の静止画像（画像ＩＤ「Ｇｋ」；ｋ＝１～Ｋ）には
、それぞれ撮影時刻ｔＡ（ｋ）が付されている。抽出部１６は、観察対象となる期間「１
０時０５分３５秒～１０時０６分３５秒」に撮影時刻ｔＡ（ｋ）が含まれるような静止画
像（部分データ）を特定する。特定された静止画像の画像ＩＤを「Ｇ（ｋ１）」～「Ｇ（
ｋ２）」とする。
【００９７】
　更に、抽出部１６は、各検査データについて、特定された部分データを抽出する。上記
の例では、画像ＩＤが「Ｇ（ｋ１）」～「Ｇ（ｋ２）」の範囲の静止画像が抽出されるこ
とになる。観察対象となる期間と検査時刻とが重複しない検査データについては、部分デ
ータは抽出されない。
【００９８】
（同期部）
　同期部１７は、抽出部１６により各検査データから抽出された部分データを同期させる
。この処理は、複数の検査データから部分データが抽出された場合に実行される。以下に
具体例を説明する。
【００９９】
　Ｘ線診断装置１Ａにより撮影された動画像と、血行動態検査システム１Ｃにより取得さ
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れたポリグラフから部分データが抽出されたとする。動画像からは、画像ＩＤ「Ｇ（ｋ１
）」～「Ｇ（ｋ２）」の範囲の静止画像が抽出されたとする。また、ポリグラフからは、
検査ＩＤ「Ｐ（ｍ１）」～「Ｐ（ｍ２）」の範囲の測定値が抽出されたとする。
【０１００】
　同期部１７は、抽出された複数の静止画像と複数の測定値を、同じ時間軸上に配列させ
る。たとえば、画像ＩＤ「Ｇ（ｋ１）」の静止画像と検査ＩＤ「Ｐ（ｍ１）」の測定値と
を時間０に関連付ける。更に、画像ＩＤ「Ｇ（ｋ１＋１）」以降の静止画像については、
各々の撮影時刻に基づく時間を関連付ける。検査ＩＤ「Ｐ（ｍ１＋１）」の測定値につい
ても同様である。なお、動画像のフレームレートや、測定値の測定間隔に基づいて、検査
データを時間軸上に配列させてもよい。
【０１０１】
［使用形態］
　この実施形態に係る検査システムの使用形態の一例を説明する。以下、検査データ等の
取得における使用形態と、検査データの観察における使用形態とに分けて説明する。
【０１０２】
〔検査データ等の取得における使用形態〕
　まず、検査データ等の取得における使用形態の一例について、図３に示すフローチャー
トを参照しながら説明する。ここでは、心臓血管検査の実施中にプロシージャログをワー
クステーション１０に入力するケースについて説明する。
【０１０３】
　心臓血管検査を開始する（Ｓ１）。ワークステーション１０の表示部１３には、プロシ
ージャログを入力するための入力画面が表示されている。
【０１０４】
　患者に対して処置が施されると、看護師等は、操作部１４を操作して、その処置項目を
入力する（Ｓ２）。制御部１１は、入力された処置項目と、タイムサーバ２から提供され
る基準時刻とを関連付けて、プロシージャログを作成する（Ｓ３）。プロシージャログの
作成処理は、患者に対して処置が施される度毎に実行される。
【０１０５】
　また、医師や放射線技師等は、患者に対して検査装置１による検査を適宜に実施する（
Ｓ４）。検査装置１は、取得された検査データに検査時刻を関連付ける（Ｓ５）。検査時
刻は、たとえば検査データの付帯情報として記録される。
【０１０６】
　なお、プロシージャログの作成と、検査装置１による検査は、心臓血管検査の実施中に
適宜のタイミングで行われる。したがって、これらを実施する順序や回数は任意であり、
図３のフローチャートに示す内容には限定されない。
【０１０７】
　心臓血管検査が終了すると（Ｓ６）、ワークステーション１０の制御部１１は、作成さ
れたプロシージャログを、心臓血管検査ＩＤや患者ＩＤとともに記憶部１２に格納する（
Ｓ７）。
【０１０８】
　また、各検査装置１は、検査データ及び付帯情報を検査データサーバ３に送信する。検
査データサーバ３は、各検査装置１からの検査データ及び付帯情報を受信し、検査データ
ベース４に格納する（Ｓ８）。この付帯情報には、検査の種類に応じ、検査時刻、検査Ｉ
Ｄ、心臓血管検査ＩＤ、患者ＩＤなどが記録されている。
【０１０９】
　また、各検査装置１は、時差演算用の情報、すなわち検査ＩＤ、検査時刻及び送信時刻
をタイムサーバ２に送信する。時差演算部２３は、各検査時刻について、基準時刻に対す
る時差を演算する（Ｓ９）。
【０１１０】
　制御部２１は、各検査時刻の時差を検査ＩＤ等とともに検査データサーバ３に送信する
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。時差調整部３２は、検査データベース４に格納された各検査データについて、その検査
時刻を基準時刻に変換する（Ｓ１０）。この変換結果は、たとえば付帯情報に記録されて
検査データベース４に格納される。以上で、検査データ等の取得における使用形態の説明
を終了する。
【０１１１】
〔検査データの観察における使用形態〕
　次に、検査データの観察における使用形態の一例について、図４、図５及び図６を参照
しながら説明する。図４は、この使用形態の一例を表すフローチャートである。図５及び
図６は、検査データを観察するための表示画面の一例を表す。
【０１１２】
　まず、ワークステーション１０のオペレータは、操作部１４を操作して、患者ＩＤや心
臓血管検査ＩＤを入力する（Ｓ２１）。検索部１５は、入力されたＩＤに該当する検査デ
ータ及び付帯情報を検査データサーバ３から取得する（Ｓ２２）。制御部１１は、取得さ
れた検査データ及び付帯情報を記憶部１２に記憶させる。
【０１１３】
　制御部１１は、ステップ２１で入力されたＩＤに関連付けられたプロシージャログ及び
付帯情報を記憶部１２から読み出す。更に、制御部１１は、読み出されたデータに基づい
て、図５に示す時系列表示画面１００を表示部１３に表示させる（Ｓ２３）。
【０１１４】
　時系列表示画面１００について説明する。時系列表示画面１００は、心臓血管検査にお
いて実施されたイベントや検査を時系列に応じて一覧表示した画面である。以下、時系列
表示画面１００の構成及び作成方法を説明する。
【０１１５】
　時系列表示画面１００には、時刻欄、イベント欄、観察範囲欄及び検査時間欄が設けら
れている。検査時間欄には、当該心臓血管検査において実施された各検査の種類を示す情
報が列挙される。図５においては、Ｘ線造影検査を表す「ＸＡ」、心電図検査を表す「Ｅ
ＣＧ」、血行動態検査を表す「ポリグラフ」、及び、ＩＶＵＳ検査を表す「ＩＶＵＳ」が
表示されている。各欄の表示内容は、同一の時間軸に沿って表示位置が決定されている。
【０１１６】
　時刻欄には、各イベントが実施された時刻（処置時刻）が時系列に沿って表示される。
イベント欄には、心臓血管検査の開始（Ｓｔａｒｔ）及び終了（Ｅｎｄ）とともに、検査
中に実施された各イベントの種類（処置項目）が時系列に沿って表示される。イベント欄
に表示された文字列「ｅｖ－１」等は、それぞれイベントの処置項目を表している。また
、イベント欄には、時系列上における処置時刻の位置を表す処置時刻マーク１０１～１０
４が表示されている。各処置時刻マーク１０１～１０４は、逆三角形の形状の画像である
。
【０１１７】
　観察範囲には、各イベント毎に設定された観察期間に基づく、上記時間軸における範囲
が表示されている。
【０１１８】
　検査時間欄には、各検査毎の検査時間が表示されている。図５の「ＸＡ」については、
３つの検査時間１２１～１２３が表示されている。検査時間１２１は、処置項目「ｅｖ－
ａ」の前に開始され、処置項目「ｅｖ－ｂ」の後に終了されたＸ線造影検査を表している
。また、検査時間１２２は、検査時間１２１の間に撮影された画像に基づく計測を表して
いる。また、検査時間１２３は、この計測の後に実施されたＸ線造影検査を表している。
【０１１９】
　「ＥＣＧ」についての検査時間１３１、「ポリグラフ」についての検査時間１４１、及
び、「ＩＶＵＳ」についての検査時間１５１、１５２についても同様である。
【０１２０】
　時系列表示画面１００の作成方法の一例を説明する。制御部１１は、まず、プロシージ
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ャログに記録された処置項目と処置時刻との関連付けに基づいて、時刻欄とイベント欄を
作成する。時系列表示画面１００には、所定方向（図５では右方向）に向かう時間軸が設
定されている。時刻欄内における処置時刻の表示位置と、イベント欄内における処置項目
の表示位置は、この時間軸に応じて決定される。
【０１２１】
　なお、この時間軸は、単位時間が等間隔で並んだものである必要はない。たとえば、心
臓血管検査中の或る期間に多数のイベントが実施された場合、この期間に相当する範囲に
おける単位時間の距離を長くして全ての処置項目を表示させることが望ましい。このよう
に、時系列表示画面１００においては、どのタイミングでどの検査が実施されたかを分か
り易く表現することの方が、時間経過よりも重要である。
【０１２２】
　観察範囲欄に表示される観察範囲は、プロシージャログに記録された各イベントの処置
時刻と、事前に設定された観察期間とに基づいて演算される。演算された観察範囲は、上
記の時間軸に応じた位置に表示される。
【０１２３】
　検査時間欄に表示される検査時間は、検査データの付帯情報に記録された検査時刻に基
づいて決定される。たとえば、検査時間の開始時刻としては、検査データ中の最初のデー
タの検査時刻を用いることができ、検査時間の終了時刻としては、最後のデータの検査時
刻を用いることができる。決定された検査時間は、上記の時間軸に応じた位置に表示され
る。以上で、時系列表示画面１００についての説明を終了する。
【０１２４】
　さて、時系列表示画面１００が表示されたら、オペレータは、操作部１４を操作して所
望のイベントを指定する（Ｓ２４）。イベントの指定は、たとえば、所望の処置時刻マー
ク１０１～１０４をマウスでクリックすることにより行う。また、所望の観察範囲１１１
～１１４をクリックしてイベントを選択するようにしてもよい。
【０１２５】
　抽出部１６は、指定されたイベントに対応する観察期間と処置時刻を特定し、特定され
た観察期間と処置時刻に基づいて、観察対象となる部分データを各検査データから抽出す
る（Ｓ２５）。
【０１２６】
　同期部１７は、各検査データから抽出された部分データを同期させる（Ｓ２６）。そし
て、制御部１１は、同期された部分データを表示部１３に表示させる（Ｓ２７）。オペレ
ータは、表示された部分データを観察し、レポートの作成などを行う（Ｓ２８）。以上で
、検査データの観察における使用形態を終了する。
【０１２７】
〔データの表示態様について〕
　ステップ２７で表示されるデータの表示態様について説明する。ここでは、図６及び図
７を参照し、二つの表示態様を説明する。
【０１２８】
（第１の表示態様）
　図６は、図５の処置項目「ｅｖ－ｃ」のイベントが指定された場合における、部分デー
タの表示態様の一例を表している。図５に示すように、このイベントの実施時には、ＸＡ
、ＥＣＧ、ポリグラフ及びＩＶＵＳがそれぞれ実施されている。
【０１２９】
　図６に示すデータ再生画面２００には、指定されたイベントを呈示するイベント呈示部
２０１が設けられている。それにより、オペレータは、指定されたイベントを確認するこ
とができる。
【０１３０】
　イベント呈示部２０１の下方には、部分データを呈示するデータ呈示部２１１～２１４
が設けられている。データ呈示部２１１には、Ｘ線診断装置１Ａにより撮影された動画像
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の一部が呈示される。データ呈示部２１２には、心電計１Ｂにより取得された心電図の一
部が呈示される。データ呈示部２１３には、ＩＶＵＳ装置１Ｄにより撮影された動画像の
一部が呈示される。データ呈示部２１４には、血行動態検査システム１Ｃにより取得され
たポリグラフの一部が呈示される。呈示される各部分データは、その検査データのうち、
観察範囲１１３に対応する部分である。
【０１３１】
　データ呈示部２１１～２１４の下方には、呈示操作部２２０が設けられている。呈示操
作部２２０は、データ呈示部２１１～２１４に呈示されるデータに関する操作に供される
。
【０１３２】
　呈示操作部２２０には、指定されたイベントの観察範囲を表す観察範囲画像２２１が設
けられている。観察範囲画像２２１は、図５の観察範囲１１３を表すもので、左右方向を
長手方向とする画像である。
【０１３３】
　観察範囲画像２２１の左端には、処置時刻マーク２２２が設けられている。処置時刻マ
ーク２２２は、観察範囲画像２２１が示す観察範囲におけるイベントの処置時刻の位置を
表している。なお、他のイベントが指定された場合には、そのイベントに応じた位置に処
置時刻マークが呈示される。たとえば、処置項目「ｅｖ－ｂ」のイベントが指定された場
合には、観察範囲画像の中央付近の位置に処置時刻マークが呈示されることになる。
【０１３４】
　更に、観察範囲画像２２１上には、スライダ２２３が設けられている。スライダ２２３
は、たとえばマウスのドラッグ操作によって左右方向（つまり観察範囲画像２２１の長手
方向）に移動される。
【０１３５】
　制御部１１は、観察範囲画像２２１におけるスライダ２２３の位置に対応する時刻のデ
ータをデータ呈示部２１１～２１４にそれぞれ呈示させる。すなわち、オペレータは、ス
ライダ２２３を所望の位置に移動させることにより、その位置に応じた時刻における四つ
のデータを観察することができる。なお、四つのデータは、同期部１７により相互に同期
されているので、このような同期表示を容易に行うことができる。
【０１３６】
　なお、Ｘ線診断装置１ＡやＩＶＵＳ装置１Ｄによる撮影画像については、スライダ２２
３の位置に対応する時刻の画像を選択して呈示すればよいが、心電図やポリグラフについ
ては、その時刻を含む所定の期間における波形（グラフ）を呈示するようになっている。
【０１３７】
　また、観察範囲１１３の期間におけるデータを連続的に呈示させることも可能である。
その場合、データ呈示部２１１、２１３には、当該期間における動画像がそれぞれ呈示さ
れ、データ呈示部２１２、２１４には、当該期間における波形の時間変化がそれぞれ呈示
される。この場合にも、四つのデータは同期表示される。すなわち、各時点において各デ
ータ呈示部２１１～２１４に呈示されるデータは、同じ時刻に取得されたものである。
【０１３８】
（第２の表示態様）
　上述のデータ再生画面２００は、一つのイベントが指定されたときに、このイベントに
対応する検査データを同期表示するものである。以下に説明する第２の表示態様は、複数
のイベントが指定されたときに表示される画面である。図７は、複数のイベントが指定さ
れたときの表示画面の一例を表している。
【０１３９】
　図７に示すデータ比較画面３００は、二つのイベントが指定されたときに表示される。
ここでは、図５における処置項目「ｅｖ－ｂ」、「ｅｖ－ｄ」の二つのイベントが指定さ
れた場合について説明する。
【０１４０】
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　データ比較画面３００には、二つのイベントを呈示するイベント呈示部３０１が設けら
れている。イベント呈示部３０１には、一方のイベント（ここでは処置項目「ｅｖ－ｂ」
のイベント）の処置時刻が呈示されている。なお、双方のイベントの処置時刻を呈示する
ようにしてもよい。また、イベント呈示部３０１には、二つのイベントを表す文字列「Ｅ
ｖｅｎｔ－ｂ　ｔｏ　ｄ」が呈示されている。このような呈示内容により、オペレータは
、比較対象となるイベントを確認することができる。
【０１４１】
　イベント呈示部３０１の下方には、処置項目「ｅｖ－ｂ」のイベントについての部分デ
ータを呈示するデータ呈示部３１１Ａ～３１３Ａと、処置項目「ｅｖ－ｄ」のイベントに
ついての部分データを呈示するデータ呈示部３１１Ｂ～３１３Ｂとが設けられている。
【０１４２】
　データ呈示部３１１Ａ、３１１Ｂは、左右方向に並んで配置されている。データ呈示部
３１１Ａ、３１１Ｂには、それぞれ、Ｘ線診断装置１Ａにより撮影された動画像の一部が
呈示される。データ呈示部３１２Ａ、３１２Ｂは、左右方向に並んで配置されている。デ
ータ呈示部３１２Ａ、３１２Ｂには、それぞれ、血行動態検査システム１Ｃにより取得さ
れたポリグラフの一部が呈示される。データ呈示部３１３Ａ、３１３Ｂは、左右方向に並
んで配置されている。データ呈示部３１３Ａ、３１３Ｂには、それぞれ、心電計１Ｂによ
り取得された心電図の一部が呈示される。
【０１４３】
　データ呈示部３１３Ａ、３１３Ｂに呈示される心電図は、互いの時相が同期されている
。また、データ呈示部３１１Ａ、３１２Ａに呈示されるデータは、それぞれ、データ呈示
部３１３Ａの心電図に同期されている。同様に、データ呈示部３１１Ｂ、３１２Ｂに呈示
されるデータは、それぞれ、データ呈示部３１３Ｂの心電図に同期されている。したがっ
て、データ呈示部３１１Ａ～３１３Ａ、３１１Ｂ～３１３Ｂに呈示されたデータは、全て
が同期されている。これらのデータは、同期部１７によって同期される。制御部１１は、
これらのデータを同期させてデータ呈示部３１１Ａ～３１３Ａ、３１１Ｂ～３１３Ｂに呈
示させる。
【０１４４】
　データ呈示部３１３Ａ、３１３Ｂに呈示された心電図上には、データ呈示部３１１Ａ、
３１２Ａ、３１１Ｂ、３１２Ｂも呈示されるデータの時相を表す時相指示画像３１３ａ、
３１３ｂがそれぞれ表示される。すなわち、データ呈示部３１１Ａには、時相指示画像３
１３ａが指示する時相における画像が呈示される。また、データ呈示部３１１Ｂには、時
相指示画像３１３ｂが指示する時相における画像が呈示される。同様に、データ呈示部３
１２Ａには、時相指示画像３１３ａが指示する時相を含むポリグラフが呈示され、データ
呈示部３１２Ｂには、時相指示画像３１３ｂが指示する時相を含むポリグラフが呈示され
る。それにより、オペレータは、どの時相のデータが呈示されているかを容易に把握する
ことができる。
【０１４５】
　データ呈示部３１１Ａ～３１３Ａ、３１１Ｂ～３１３Ｂの下方には、呈示操作部３２０
が設けられている。呈示操作部３２０には、データ再生画面２００と同様に、観察範囲画
像３２１及びスライダ３２２が設けられている。
【０１４６】
　スライダ３２２を移動させると、データ呈示部３１３Ａ、３１３Ｂに呈示された時相指
示画像３１３ａ、３１３ｂが、心電図の時間軸に沿って移動する（つまり、時相が変更さ
れる）。このとき、制御部１１は、時相指示画像３１３ａ、３１３ｂが指示する時相にお
けるデータを、データ呈示部３１１Ａ、３１２Ａ、３１１Ｂ、３１２Ｂにそれぞれ呈示さ
せる。それにより、オペレータは、所望の時相におけるデータを容易に指定して観察する
ことができる。
【０１４７】
　また、データ比較画面３００では、データを連続的に呈示させることも可能である。そ
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の場合、データ呈示部３１１Ａ、３１１Ｂには動画像がそれぞれ呈示され、データ呈示部
３１２Ａ、３１２Ｂにはポリグラフの時間変化がそれぞれ呈示される。このとき、時相指
示画像３１３ａ、３１３ｂも、心電図上を時間軸方向に移動する。このような表示態様に
より、オペレータは、データの時間変化を容易に比較できるとともに、どの時相における
変化を観察しているかを容易に把握することができる。
【０１４８】
［作用・効果］
　この実施形態に係る検査システムの作用及び効果を説明する。なお、この発明に係る検
査データ処理装置は、前述のように、この検査システムから少なくとも検査装置１を除い
て構成できるので、この検査システムと同様の作用及び効果を奏するものである。
【０１４９】
　この検査システムは、検査装置１とワークステーション１０を含んで構成されている。
検査装置１は、患者に対する検査により複数の検査データを取得し、更に、各検査データ
の検査時刻を取得する。また、ワークステーション１０は、患者に対して実施された処置
項目とその処置時刻とを関連付けるプロシージャログ（関連情報）を生成する。これは、
この発明の「生成手段」しての作用である。更に、ワークステーション１０は、検査時刻
とプロシージャログとに基づいて、一の処置項目に対応する範囲の部分データを各検査デ
ータから抽出し、抽出された部分データを同期させて表示部１３に表示させる。これは、
この発明の「制御手段」としての作用である。なお、表示部１３は、この発明の「表示手
段」の一例として機能する。
【０１５０】
　また、この検査システムは、基準時刻を計時するタイムサーバ２（計時部２２）を備え
ている。タイムサーバ２は、この発明の「計時手段」の一例として機能する。また、ワー
クステーション１０は、タイムサーバ２から基準時刻の提供を受け、この基準時刻におけ
る処置時刻を処置項目に関連付けてプロシージャログを生成する。また、時差演算部２３
と時差調整部３２は、検査時刻を基準時刻に対応する時刻に変換する処理を行う。これは
、この発明の「変換手段」としての作用である。更に、ワークステーション１０は、各々
が基準時刻に対応する関連情報及び検査時刻に基づいて部分データの抽出を行うように作
用する。
【０１５１】
　なお、変換手段は、検査システムの任意の位置に設けることが可能である。また、この
実施形態では、時差演算部２３と時差調整部３２の二つにより変換手段を構成しているが
、これら二つの処理を一つの装置が実行するように構成してもよい。
【０１５２】
　また、検査装置１は、複数の静止画像データを含む動画像データを取得することができ
る。この動画像データとしては、Ｘ線診断装置１Ａにより取得されるＸ線動画像データや
、ＩＶＵＳ装置１Ｄにより取得される血管内超音波動画像データなどがある。ワークステ
ーション１０は、上記の部分データとして、一の処置項目に対応する範囲の静止画像デー
タを各動画像データから抽出し、更に、抽出された静止画像データに基づく動画像を表示
部１３に表示させるように作用する。この処理は、各静止画像データの撮影時刻とプロシ
ージャログとに基づいて実行される。
【０１５３】
　また、検査装置１は、患者の状態の時間変化を表すグラフデータを取得することができ
る。このグラフデータとしては、心電計１Ｂにより取得される心電図データや、血行動態
検査システムＫ１Ｃにより取得されるポリグラフデータなどがある。このようなグラフデ
ータは、所定時間間隔で患者の状態を取得することにより形成される。ワークステーショ
ン１０は、上記部分データとして、一の処置項目に対応する範囲のデータ（部分グラフデ
ータ）をグラフデータから抽出し、更に、抽出された部分グラフデータに基づくグラフを
表示部１３に表示させるように作用する。この処理は、グラフデータを形成するデータの
取得時刻（データ取得時刻）とプロシージャログとに基づいて実行される。
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【０１５４】
　また、この検査システムは、操作部１４を備えている。操作部１４は、この発明の「操
作手段」の一例として用いられる。ワークステーション１０は、検査時刻とプロシージャ
ログとに基づいて時系列表示画面１００を表示部１３に表示させる。時系列表示画面１０
０は、処置項目を時系列に沿って呈示する画面である。オペレータは、操作部１４を操作
して時系列表示画面１００上の処置項目を指定する。ワークステーション１０は、指定さ
れた処置項目に対応する範囲の部分データを抽出し、これらの部分データを同期させて表
示させる。
【０１５５】
　また、時系列表示画面１００に呈示された二つ以上の処置項目が指定された場合、ワー
クステーション１０は、これらの処置項目に対応する範囲の部分データを各検査毎に並べ
て表示させるデータ比較画面３００を表示部１３に表示させる。
【０１５６】
　このように作用する検査システムによれば、複数の検査により得られた検査データを自
動的に同期させて表示することができるので、複数の検査データの同期再生を容易に行う
ことが可能である。
【０１５７】
　また、時系列表示画面１００により、オペレータは、観察したいイベントや検査を容易
に選択することができる。また、データ再生画面２００により、オペレータは、或るイベ
ントの実施時に取得された検査データを観察することができる。また、データ比較画面３
００により、異なる時刻に取得された検査データの比較観察を容易に行うことができる。
【０１５８】
［変形例］
　以上に説明した構成は、この発明を実施するための一具体例に過ぎない。すなわち、こ
の発明を実施する際には、その要旨の範囲内における任意の変形を適宜に施すことが可能
である。以下、そのような変形の一例を説明する。
【０１５９】
〔変形例１〕
　図５に示す時系列表示画面１００において、検査時間欄に呈示された所望の検査を指定
可能とし、指定された検査の検査データのみを選択的に表示するように構成することがで
きる。
【０１６０】
　たとえば、処置項目「ｅｖ－ｃ」のイベントを指定し、更に、検査欄の「ＸＡ」及び「
ポリグラフ」をマウスでクリックすることにより、当該イベントに対応するＸ線画像及び
ポリグラフのみを表示させることができる。なお、検査の指定方法は、これに限定される
ものではなく、たとえば検査時間１２１等を指定するように構成したり、複数の検査を指
定可能に呈示するプルダウンメニュー等を用いるように構成することができる。
【０１６１】
　このように、時系列表示画面１００は、各検査装置１による検査内容を処置項目ととも
に呈示するものである。そして、操作部１４により検査内容が指定されると、ワークステ
ーション１０は、指定された検査内容についてのみ部分データを表示するように作用する
。それにより、オペレータは、簡便な操作により所望の検査を選択して表示させることが
できる。
【０１６２】
　なお、「検査内容」は、時系列表示画面１００に呈示される検査に関する任意の情報で
あってよい。具体的には、検査や検査装置の種類を表す情報（図５中の「ＸＡ」、「ＥＣ
Ｇ」等）や、各検査の検査時刻（図５中の検査時間１２１等）が「検査内容」としてオペ
レータにより指定される。
【０１６３】
〔変形例２〕
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　この変形例では、上記の実施形態と異なるシステム構成の検査システムについて説明す
る。図８及び図９は、この変形例に係る検査システムの構成を表している。なお、図８及
び図９においては、図１や図２と同様の構成部分に対しては同じ符号を付してある。
【０１６４】
　この変形例の検査システムは、上記の実施形態と同様に、検査装置１（１Ａ～１Ｄ）、
タイムサーバ２、検査データサーバ３、検査データベース４及びワークステーション１０
を含んで構成される。
【０１６５】
　この変形例においては、各検査装置１とタイムサーバ２が通信回線で接続されている必
要はない。また、この変形例では、各検査装置１は、ワークステーション１０と通信可能
に接続されている。
【０１６６】
　更に、この変形例のタイムサーバ２は、時差演算部２３を備えている必要はない。また
、この変形例の検査データサーバ３は、時差調整部３２を備えている必要はない。
【０１６７】
　この変形例のワークステーション１０は、時刻対応部１８を備えている。ワークステー
ション１０は、タイムサーバ２から基準時刻の提供を受ける。また、ワークステーション
１０には、各検査装置１により取得された検査時刻（及び送信時刻）が入力される。時刻
対応部１８は、検査装置１から入力される検査時刻に対し、その入力タイミングにおける
基準時刻を対応付ける。時刻対応部１８は、この発明の「時刻対応手段」の一例として機
能するものである。
【０１６８】
　このように、ワークステーション１０によれば、タイムサーバ２により提供される基準
時刻を用いて、プロシージャログにおける処置時刻と、検査装置１による検査時刻とを一
元的に管理することができる。それにより、抽出部１６は、基準時刻を参照して検査デー
タの部分データを抽出することができる。また、同期部１７は、基準時刻を参照して部分
データを同期させることができる。
【０１６９】
　この変形例に係る検査システムの使用形態の一例を説明する。以下、検査データ等の取
得における使用形態と、検査データの観察における使用形態とに分けて説明する。
【０１７０】
　図１０のフローチャートを参照しつつ、検査データ等の取得における使用形態の一例を
説明する。
【０１７１】
　心臓血管検査を開始する（Ｓ４１）。患者に対して処置が施されると、看護師等は、そ
の処置項目をワークステーション１０に入力する（Ｓ４２）。制御部１１は、入力された
処置項目と、タイムサーバ２から提供される基準時刻とを関連付けて、プロシージャログ
を作成する（Ｓ４３）。
【０１７２】
　また、医師等は、患者に対して検査装置１による検査を実施する（Ｓ４４）。検査装置
１は、取得された検査データに検査時刻を関連付ける（Ｓ４５）。検査時刻は、たとえば
検査データの付帯情報として記録される。なお、プロシージャログの作成と、検査装置１
による検査は、心臓血管検査の実施中に適宜のタイミングで、これらを実施する順序や回
数は任意である。
【０１７３】
　心臓血管検査が終了すると（Ｓ４６）、ワークステーション１０の制御部１１は、作成
されたプロシージャログを、心臓血管検査ＩＤや患者ＩＤとともに記憶部１２に格納する
（Ｓ７）。
【０１７４】
　また、各検査装置１は、検査データ及び付帯情報を検査データサーバ３に送信する。検
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査データサーバ３は、各検査装置１からの検査データ及び付帯情報を検査データベース４
に格納する（Ｓ４８）。
【０１７５】
　また、各検査装置１は、検査ＩＤ、検査時刻及び送信時刻をワークステーション１０に
送信する。時刻対応部１８は、各検査時刻に対して基準時刻を対応付ける（Ｓ４９）。こ
の処理は、たとえば検査時刻と基準時刻とを対応付けるリスト情報を作成することにより
行う。
【０１７６】
　制御部１１は、各検査時刻についての上記リスト情報を記憶部１２に格納する（Ｓ５０
）。各リスト情報は、たとえば、対応する検査ＩＤに関連付けられ、検査ＩＤにより検索
可能とされる。以上で、検査データ等の取得における使用形態の説明を終了する。
【０１７７】
　次に、検査データの観察における使用形態の一例を説明する。この使用形態は、上記の
実施形態とほぼ同様であるので、図４のフローチャートを参照しながら説明する。
【０１７８】
　まず、ワークステーション１０のオペレータは、患者ＩＤや心臓血管検査ＩＤを入力す
る（Ｓ２１）。検索部１５は、入力されたＩＤに該当する検査データ及び付帯情報を検査
データサーバ３から取得する（Ｓ２２）。
【０１７９】
　制御部１１は、ステップ２１で入力されたＩＤに関連付けられたプロシージャログ及び
付帯情報を記憶部１２から読み出す。更に、制御部１１は、読み出されたデータに基づい
て、上記の実施形態と同様に、時系列表示画面１００を表示させる（Ｓ２３）。
【０１８０】
　オペレータは、所望のイベントを指定する（Ｓ２４）。抽出部１６は、指定されたイベ
ントに対応する観察期間と処置時刻を特定する。このとき、前述のように各時刻は基準時
刻により一元的に管理されているので、特定される処置時刻は基準時刻で表されている。
更に、抽出部１６は、特定された観察期間及び処置時刻に基づいて、観察対象となる部分
データを各検査データから抽出する（Ｓ２５）。
【０１８１】
　同期部１７は、各検査データから抽出された部分データを同期させる（Ｓ２６）。制御
部１１は、同期された部分データを表示部１３に表示させる（Ｓ２７）。オペレータは、
表示された部分データを観察し、レポートの作成などを行う（Ｓ２８）。検査データの観
察における使用形態を終了する。
【０１８２】
　このような検査システムによれば、複数の検査により得られた検査データを自動的に同
期させて表示するように機能するので、検査データの同期再生を容易に行うことが可能で
ある。
【０１８３】
〔変形例３〕
　検査や手術において、プロシージャログを手書きで作成し、その後にコンピュータに入
力する場合がある。この場合においても、たとえば上記実施形態や変形例２と同様の構成
により、複数の検査データを同期再生することが可能である。
【０１８４】
　以下、上記実施形態の構成（図１及び図２）を参照し、その具体例を説明する。
【０１８５】
　まず、図１１を参照しつつ、検査データ等の取得における使用形態の一例を説明する。
心臓血管検査を開始する（Ｓ６１）。患者に対して処置が施されると、看護師等は、その
処置項目及び処置時刻を所定の用紙などに手書きで記録する（Ｓ６２）。なお、処置時刻
は、たとえば検査室に設けられた時計を参照するなどして記録する。
【０１８６】
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　また、医師等は、検査装置１による検査を適宜に実施する（Ｓ６３）。検査装置１は、
取得された検査データに検査時刻を関連付ける（Ｓ６４）。検査時刻は、たとえば検査デ
ータの付帯情報として記録される。なお、処置項目等の記録と検査装置１による検査は、
それぞれ適宜のタイミングで行われる。
【０１８７】
　心臓血管検査が終了すると（Ｓ６５）、各検査装置１は、検査データ及び付帯情報を検
査データサーバ３に送信する。検査データサーバ３は、これらの検査データ及び付帯情報
を検査データベース４に格納する（Ｓ６６）。
【０１８８】
　また、各検査装置１は、検査ＩＤ、検査時刻及び送信時刻をタイムサーバ２に送信する
。時差演算部２３は、各検査時刻について、基準時刻に対する時差を演算する（Ｓ６７）
。制御部２１は、各検査時刻の時差を検査ＩＤ等とともに検査データサーバ３に送信する
。時差調整部３２は、各検査データの検査時刻を基準時刻に変換する（Ｓ６８）。この変
換結果は、付帯情報に記録されて検査データベース４に格納される。
【０１８９】
　ワークステーション１０のオペレータは、ステップ６２で記録した処置項目及び処置時
刻を入力する（Ｓ６９）。制御部１１は、入力された処置項目と処置時刻とを関連付けて
プロシージャログを作成する（Ｓ７０）。制御部１１は、作成されたプロシージャログを
心臓血管検査ＩＤや患者ＩＤとともに記憶部１２に格納する（Ｓ７１）。以上で、検査デ
ータ等の取得における使用形態の説明を終了する。
【０１９０】
　次に、上記実施形態の図４を参照しつつ、検査データの観察における使用形態の一例を
説明する。ワークステーション１０のオペレータが、患者ＩＤや心臓血管検査ＩＤを入力
すると（Ｓ２１）、検索部１５は、検査データ及び付帯情報を検査データサーバ３から取
得する（Ｓ２２）。取得された検査データ等は、記憶部１２に格納される。制御部１１は
、ステップ２１で入力されたＩＤに関連付けられたプロシージャログ及び付帯情報を記憶
部１２から読み出し、時系列表示画面１００（図５参照）を作成して表示部１３に表示さ
せる（Ｓ２３）。
【０１９１】
　なお、時系列表示画面１００の作成前の段階においては、プロシージャログに記録され
た処置時刻は未だ基準時刻に変換されていない。一方、付帯情報に記録された検査時刻は
既に基準時刻に変換されている。したがって、時系列表示画面１００を作成するときには
、これら二つの時刻の時間軸を一致させる必要がある。ここでは、処置時刻を基準時刻に
変換する場合を説明する。なお、逆の場合も同様に実行することができる。
【０１９２】
　ところで、二つの時刻の時間軸を一致させるには、或る現象の発生時刻を（ほぼ）同時
に取得する必要がある。たとえば検査時刻と基準時刻については、データの伝送という現
象を、送信側の検査装置１及び受信側のタイムサーバ２がそれぞれ取得することにより、
時間軸を一致させている。しかし、この変形例では、プロシージャログを手書きで記録し
ていることから、このような時刻合わせを行うことができない。したがって、この変形例
においては、処置時刻の時間軸と他の時刻の時間軸とを精度良く一致させることは困難で
ある。そこで、この変形例では、記録された処置時刻を基準時刻の時間軸における時刻と
みなして時系列表示画面１００を作成する。
【０１９３】
　さて、時系列表示画面１００が表示されたら、オペレータは所望のイベントを指定する
（Ｓ２４）。抽出部１６は、指定されたイベントに対応する部分データを各検査データか
ら抽出する（Ｓ２５）。同期部１７は、各検査データから抽出された部分データを同期さ
せる（Ｓ２６）。制御部１１は、同期された部分データを表示部１３に表示させる（Ｓ２
７）。オペレータは、表示された部分データを観察してレポートの作成などを行う（Ｓ２
８）。以上で、検査データの観察における使用形態を終了する。
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【０１９４】
　このような検査システムによれば、手書きで記録したプロシージャログを後から入力す
る場合であっても、複数の検査により得られた検査データを自動的に同期させて表示する
ことができる。
【０１９５】
〔その他の変形例〕
　上記の実施形態では、心臓血管検査に適用される検査システムについて説明したが、こ
の発明は、この用途に限定されるものではなく、複数の検査データを取得するような任意
の検査や手術に適用することが可能である。その場合、当該検査システムの適用対象に応
じた検査装置を設ける必要がある。
【０１９６】
　上記の実施形態に係る検査システムは、検査装置１、タイムサーバ２、検査データサー
３、検査データベース４及びワークステーション１０を含んで構成されているが、検査シ
ステムのシステム構成はこれに限定されるものではない。たとえば基準時刻を提供する機
能や時差を演算する機能をタイムサーバ２以外の装置に具備させることができる。この場
合、タイムサーバ２を有さないシステム構成を採用することが可能である。また、時差を
調整する機能についても、検査サーバ３以外の装置が具備していてもよい。
【０１９７】
　ワークステーション１０は、読影用やレポート作成用のコンピュータ以外にも、検査デ
ータの観察に用いられる任意のコンピュータであってよい。更に、このコンピュータは、
通信回線に接続されてない、いわゆるスタンドアローンのコンピュータであってもよい。
この場合、ＣＤ－ＲやＤＶＤ－Ｒ等の記録媒体に検査データ等の情報を記録することがで
きる。コンピュータは、この記録媒体に記録された情報をドライブ装置で読み取って入力
することができる。
【０１９８】
　以上において説明した実施形態及び変形例は、この発明に係る検査データ処理装置に対
しても同様に適用することが可能である。
【０１９９】
　また、上記の実施形態や変形例で説明した検査データは、画像やグラフ等の視覚的な情
報であったが、この発明の検査データはこれに限定されるものではない。たとえば、検査
データは、心音などの聴覚的な情報であってもよい。
【０２００】
［検査データ処理装置］
　上記の実施形態において詳述したが、この発明に係る検査データ処理装置について、以
下に簡単にまとめる。
【０２０１】
　この発明に係る検査データ処理装置は、検査装置により取得された検査データ及び検査
時刻を記憶する記憶手段とともに、上記の実施形態で説明した生成手段、表示手段及び制
御手段を含んで構成される。記憶手段は、たとえばＰＡＣＳや電子カルテシステムのよう
に、検査データ等を記憶する任意の装置を含んで構成される。上記の実施形態においては
、検査データサーバ３や検査データベース４が記憶手段として機能する。
【０２０２】
　更に、この発明に係る検査データ処理装置は、上記の実施形態で説明したように、計時
手段や変換手段や操作手段を具備していてもよい。各手段の機能や、検査データ処理装置
の動作は、上記の実施形態における検査システムと同様である。
【０２０３】
　なお、検査データ処理装置は、単一の装置により構成されていてもよいし、二以上の装
置を含んで構成されていてもよい。前者の例としては、上記の実施形態のワークステーシ
ョン１０単独で検査データ処理装置を構成することができる。後者の例としては、タイム
サーバ２、検査データサーバ３及び検査データベース４のうちの少なくとも一つと、ワー
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クステーション１０とにより検査データ処理装置を構成することができる。なお、二以上
の装置により構成する場合には、装置間を接続する通信回線も含めて検査データ処理装置
として作用する。
【図面の簡単な説明】
【０２０４】
【図１】この発明に係る検査システムの実施形態の全体構成の一例を表す概略図である。
【図２】この発明に係る検査システムの実施形態の構成の一例を表す概略ブロック図であ
る。
【図３】この発明に係る検査システムの実施形態の使用形態の一例を表すフローチャート
である。
【図４】この発明に係る検査システムの実施形態の使用形態の一例を表すフローチャート
である。
【図５】この発明に係る検査システムの実施形態による表示画面の一例を表す概略図であ
る。
【図６】この発明に係る検査システムの実施形態による表示画面の一例を表す概略図であ
る。
【図７】この発明に係る検査システムの実施形態による表示画面の一例を表す概略図であ
る。
【図８】この発明に係る検査システムの変形例の全体構成の一例を表す概略図である。
【図９】この発明に係る検査システムの変形例の構成の一例を表す概略ブロック図である
。
【図１０】この発明に係る検査システムの変形例の使用形態の一例を表すフローチャート
である。
【図１１】この発明に係る検査システムの変形例の使用形態の一例を表すフローチャート
である。
【符号の説明】
【０２０５】
１　検査装置
　１Ａ　Ｘ線診断装置
　１Ｂ　心電計
　１Ｃ　血行動態検査システム
　１Ｄ　ＩＶＵＳ装置
２　タイムサーバ
　２１　制御部
　２２　計時部
　２３　時差演算部
３　検査データサーバ
　３１　制御部
　３２　時差調整部
４　検査データベース
１０　ワークステーション
　１１　制御部
　１２　記憶部
　１３　表示部
　１４　操作部
　１５　検索部
　１６　抽出部
　１７　同期部
　１８　時刻対応部
１００　時系列表示画面
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２００　データ再生画面
３００　データ比較画面

【図１】 【図２】
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